
目

次

告

示

△

新
た
に
生
じ
た
土
地
の
確
認
及
び
町
の
区
域
の
変
更

(

市
町
行
財
政
室)

…
…
…
一

△

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

(

障
害
者
支
援
室)

…
…
…
一

△

家
畜
伝
染
病
の
発
生

(

畜
産
振
興
室)

…
…
…
二

△

道
路
の
区
域
変
更(

二
件)
(

道
路
河
川
管
理
室)

…
…
…
二

△

道
路
の
供
用
開
始

(

〃

)

…
…
…
三

△

都
市
計
画
の
変
更(

五
件)

(

都
市
企
画
室)

…
…
…
三

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

△

個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定

…
…
…
三

人
事
委
員
会
告
示

△

平
成
十
八
年
度
第
一
回
広
島
県
警
察
官
採
用
試
験
及
び
広
島
県
職

員

(

警
察
少
年
育
成
官)

採
用
試
験
の
結
果
に
基
づ
く
広
島
県
警

察
官
採
用
候
補
者
名
簿
及
び
広
島
県
職
員

(

警
察
少
年
育
成
官)

採
用
候
補
者
名
簿
の
確
定
並
び
に
合
格
者
の
第
三
次
試
験
受
験
番

号

四

公
安
委
員
会
告
示

△

遊
技
機
の
型
式
の
検
定
の
告
示

四

収
用
委
員
会
公
告

△

土
地
収
用
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
る
公
示
送
達

五

告告告

示示示

広
島
県
告
示
第
七
百
五
十
一
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
有
水
面
の

埋
立
て
に
よ
っ
て
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
が
福
山
市
の
区
域
内
に
生
じ
た
旨
及
び
同
法
第
二
百
六
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
当
該
土
地
を
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
町
の
区
域
に
編
入
す
る
旨
、
福
山
市
長
か
ら

届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
八
月
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
七
百
五
十
二
号

障
害
者
自
立
支
援
法

(

平
成
十
七
年
法
律
百
二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
指
定

自
立
支
援
医
療
機
関
と
し
て
次
の
者
を
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
八
月
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

病
院
又
は
診
療
所

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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1

福
山
市
港
町
二
丁
目
一
九
五
か
ら
一
八
四
の
三
を
経
て
一
八
一
の

三
に
至
る
地
先

位

置

上

欄

一
、
一
二
九
・
四
四

平
方
メ
ー
ト
ル

面

積

福
山
市
港
町
二
丁
目

下

欄

医
療
法
人
社
団
マ

コ
ト
矯
正
歯
科
ク

リ
ニ
ッ
ク

医
療
法
人
社
団
坂

上
整
形
外
科
ク
リ

ニ
ッ
ク

独
立
行
政
法
人
国

立
病
院
機
構
東
広

島
医
療
セ
ン
タ
ー

名

称

三
原
市
館
町
一
―

七
―
一
金
山
ビ

ル
二
階

尾
道
市
向
東
町

一
〇
一
四
―
一

東
広
島
市
西
条

町
寺
家
五
一
三

所
在
地

育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 自
立
支
援
医
療

の
種
類

歯
科
矯
正

整
形
外
科

整
形
外
科

標
ぼ
う
し
て

い
る
診
療
科

名

沖

部

則

子

坂

上

正

樹

岸

和

彦

指
定
自
立
支
援
医

療
を
主
と
し
て
担

当
す
る
医
師
又
は

歯
科
医
師
の
氏
名

平
成

一
八
・

八
・

一

平
成

一
八
・

八
・

一

平
成

一
八
・

八
・

一

指
定
年
月
日

(定期)

定
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二

薬
局
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等

広
島
県
告
示
第
七
百
五
十
三
号

家
畜
伝
染
病
が
次
の
と
お
り
発
生
し
た
。

平
成
十
八
年
八
月
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
七
百
五
十
四
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
部
土
木
整
備
局
道
路
河
川
管
理
室
及
び
広
島
県
備
北
地
域
事
務
所
建
設

局
庄
原
支
局
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
八
月
二
十
一
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

道
路
の
種
類

一
般
国
道

路

線

名

四
三
二
号

道
路
の
区
域

広
島
県
告
示
第
七
百
五
十
五
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
部
土
木
整
備
局
道
路
河
川
管
理
室
及
び
広
島
県
備
北
地
域
事
務
所
建
設

局
庄
原
支
局
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
八
月
二
十
一
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

平成18年 8月 7日 (月曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 5 5号

2

上
山
歯
科
医
院

江
田
島
市
江
田

島
町
小
用
二
―

一
三
―
一
二

育
成
・
更
生
医

療

歯
科
矯
正

上

山

宏

平
成

一
八
・

八
・

一

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン｢

ス
ク
ラ

ム｣ コ
ス
モ
ス
薬
局
海
田
東
店

か
わ
き
た
薬
局

ア
ロ
ー
Ｓ
薬
局

豊
島
薬
局

有
限
会
社
向
洋
薬
局
駅
前
店

よ
つ
ば
薬
局

有
限
会
社
西
条
薬
局

有
限
会
社
向
原
薬
局

も
も
た
ろ
う
薬
局
大
柿
店

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
薬
局

も
も
た
ろ
う
薬
局
府
中
店

ス
ミ
ダ
薬
局

あ
ざ
み
薬
局

有
限
会
社
貴
船
薬
局

名

称

三
次
市
十
日
市
東
三
丁
目
一
四－

一
三
次
市
福
祉
保
険
セ
ン
タ
ー
二

階 安
芸
郡
海
田
町
幸
町
一－

四
五

庄
原
市
川
北
町
一
六
三－

三

尾
道
市
美
ノ
郷
町
三
成
一
〇
六
六－

六 呉
市
豊
浜
町
豊
島
四
〇
二
七

安
芸
郡
府
中
町
青
崎
南
二－

一
一

東
広
島
市
西
条
昭
和
町
七－

一
九

東
広
島
市
西
条
本
町
一
二－

一
一

東
ひ
ろ
し
ま
敬
愛
ビ
ル
一
〇
一
号

安
芸
高
田
市
向
原
町
坂
四
三
八－

一 江
田
島
市
大
柿
町
飛
渡
瀬
一
五
四

〇－

一
一

府
中
市
中
須
町
二
七－
三

府
中
市
中
須
町
字
国
府
一
六
九
五－

三 安
芸
郡
府
中
町
桃
山
一
丁
目
一
三－

二
三

安
芸
郡
府
中
町
鹿
籠
二
丁
目
一
三
―

三 安
芸
郡
熊
野
町
大
字
貴
船
四
九

所
在
地

育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 自
立
支
援
医
療

の
種
類

平
成

一
八
・

八
・

一

平
成

一
八
・

八
・

一

平
成

一
八
・

八
・

一

平
成

一
八
・

八
・

一

平
成

一
八
・

八
・

一

平
成

一
八
・

八
・

一

平
成

一
八
・

八
・

一

平
成

一
八
・

八
・

一

平
成

一
八
・

八
・

一

平
成

一
八
・

八
・

一

平
成

一
八
・

八
・

一

平
成

一
八
・

八
・

一

平
成

一
八
・

八
・

一

平
成

一
八
・

八
・

一

平
成

一
八
・

八
・

一

指
定
年
月
日

一
四

発
生

番
号

ヨ
ー
ネ

病 病

名

牛 畜
種

ホ
ル

ス
タ

イ
ン

種
類

四
歳

年

齢

一
頭

発
生

頭
数

平
成
一
八
年

七
月
二
六
日

決

定

年

月

日

殺
処
分

転

帰

広
島
県
三
次
市

布
野
町
上
布
野

一
一
三
八

発

生

地

そ
の
他
参
考
と

な
る
べ
き
事
項

庄
原
市
比
和
町
森
脇
字
境
谷
一
九
八
番
一
地
先
か
ら

庄
原
市
比
和
町
森
脇
字
境
谷
一
九
八
番
一
地
先
ま
で

区

間

新 旧 新
旧

別

四
五
・
〇
〇
〜

四
六
・
五
〇

メ
ー
ト
ル

四
五
・
〇
〇
〜

五
九
・
五
〇

敷
地
の
幅
員

一
二
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

一
二
・
〇
〇

延

長

幅
員
減
少

不
用
物
件
延
長

一
二
・
〇
〇
メ
ー

ト
ル 備

考

(定期)



道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

比
婆
山
公
園
森
脇
線

道
路
の
区
域

広
島
県
告
示
第
七
百
五
十
六
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
道
路
の
供
用

を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
部
土
木
整
備
局
道
路
河
川
管
理
室
及
び
広
島
県
広
島
地
域
事
務
所
建
設

局
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
八
月
二
十
一
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
七
百
五
十
七
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
備
後
圏
都
市
計
画
道
路
一
・
四
・
四
〇
一
号
尾
道
三
次
線
を
変
更
し
た
。

な
お
、
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
同
法
第
十

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
図
書
は
、
広
島
県
都
市
部
都
市
事
業
局
都
市
企
画
室
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
七
百
五
十
八
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
御
調
都
市
計
画
道
路
一
・
四
・
一
号
尾
道
三
次
線
を
変
更
し
た
。

な
お
、
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
同
法
第
十

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
図
書
は
、
広
島
県
都
市
部
都
市
事
業
局
都
市
企
画
室
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
七
百
五
十
九
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
世
羅
甲
山
都
市
計
画
道
路
一
・
四
・
一
号
尾
道
三
次
線
を
変
更
し
た
。

な
お
、
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
同
法
第
十

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
図
書
は
、
広
島
県
都
市
部
都
市
事
業
局
都
市
企
画
室
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
七
百
六
十
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
三
次
圏
都
市
計
画
道
路
一
・
四
・
一
号
尾
道
三
次
線
を
変
更
し
た
。

な
お
、
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
同
法
第
十

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
図
書
は
、
広
島
県
都
市
部
都
市
事
業
局
都
市
企
画
室
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
七
百
六
十
一
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
備
後
圏
都
市
計
画
下
水
道

(

芦
田
川
流
域
下
水
道)

を
変
更
し
た
。

な
お
、
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
同
法
第
十

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
図
書
は
、
広
島
県
都
市
部
都
市
事
業
局
都
市
企
画
室
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

選選選
挙挙挙
管管管
理理理
委委委
員員員
会会会
告告告
示示示

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
三
号

公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
個
人
演
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庄
原
市
比
和
町
森
脇
字
井
尻
谷
一
五
九
三
番
一
地
先
か
ら

庄
原
市
比
和
町
森
脇
字
井
尻
谷
一
五
九
四
番
一
地
先
ま
で

区

間

新 旧 新
旧

別

一
五
・
三
〇
〜

一
九
・
六
〇

メ
ー
ト
ル

一
五
・
三
〇
〜

二
二
・
六
〇

敷
地
の
幅
員

三
一
・
五
〇

メ
ー
ト
ル

三
一
・
五
〇

延

長

幅
員
減
少

不
用
物
件
延
長

三
一
・
五
〇
メ
ー

ト
ル 備

考

県
道
広
島
三
次

線 路

線

名

安
芸
高
田
市
甲
田
町
下
小
原
字
河
久
保
九
三
九
番
二
地
先
か
ら

安
芸
高
田
市
甲
田
町
上
小
原
字
榎
ヶ
迫
四
六
七
七
番
二
地
先
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

平
成
一
八
年
八
月
七

日 供
用
開
始
の
期
日



説
会
、
政
党
演
説
会
又
は
政
党
等
演
説
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し

た
旨
、
廿
日
市
市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
八
月
七
日

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

橋

本

宗

利

人人人
事事事
委委委
員員員
会会会
告告告
示示示

広
島
県
人
事
委
員
会
告
示
第
三
号

広
島
県
人
事
委
員
会
は
、
平
成
十
八
年
五
月
十
四
日
に
実
施
し
た
平
成
十
八
年
度
第
一
回
広
島
県
警
察
官

採
用
試
験
及
び
広
島
県
職
員

(

警
察
少
年
育
成
官)

採
用
試
験
の
結
果
に
基
づ
く
広
島
県
警
察
官
採
用
候
補

者
名
簿
及
び
広
島
県
職
員

(

警
察
少
年
育
成
官)

採
用
候
補
者
名
簿
を
平
成
十
八
年
七
月
三
十
一
日
に
確
定

し
た
。

な
お
、
こ
の
試
験
の
合
格
者
の
第
三
次
試
験
受
験
番
号
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
八
年
八
月
七
日

広
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

丸

山

明

合
格
者
受
験
番
号

(

受
験
番
号
順)

一

警
察
官
Ａ

(

一
般
・
男
性)
:

十
月
採
用

一
〇
一

一
〇
三

一
〇
四

一
〇
五

一
〇
六

一
〇
七

一
〇
八

一
一
二

一
一
三

一
一
五

一
一
八

一
二
〇

一
二
一

一
二
二

一
二
三

一
二
六

一
二
七

一
三
〇

一
三
一

一
三
三

一
三
四

一
三
五

一
三
六

一
三
七

一
三
八

一
三
九

一
四
二

一
四
三

一
四
六

一
四
七

一
四
八

一
四
九

一
五
一

一
五
四

一
五
五

一
五
六

一
五
七

一
五
九

一
六
〇

一
六
一

一
六
三

一
六
四

一
六
八

一
六
九

一
七
〇

一
七
二

一
七
五

一
七
六

一
七
七

一
七
八

一
八
〇

一
八
一

一
八
三

一
八
四

一
八
五

一
八
六

一
八
七

一
八
八

一
九
〇

一
九
四

一
九
五

一
九
六

一
九
七

一
九
八

一
九
九

二
〇
〇

二
〇
一

二
〇
四

二
〇
五

二
〇
六

二
〇
八

二
〇
九

二
一
〇

二
一
一

二
一
二

二
一
四

二
一
六

二
一
七

二
一
八

二
一
九

二
二
三

二
二
七

二
二
八

二
二
九

二
三
一

二
三
二

二
三
三

二
三
四

二
三
七

二
四
二

二
四
三

二
四
五

二
四
九

二
五
一

二
五
六

二
五
八

二
五
九

二
六
一

二

警
察
官
Ａ

(

一
般
・
男
性)

:

四
月
採
用

三
〇
一

三
〇
三

三
〇
四

三
〇
五

三
〇
八

三
〇
九

三
一
一

三
一
二

三
一
六

三
一
九

三
二
二

三
二
五

三
二
六

三
二
七

三
三
〇

三
三
二

三
三
三

三
三
八

三
三
九

三
四
二

三
四
五

三
五
〇

三
五
一

三

警
察
官
Ｂ

(

一
般
・
男
性)

四
〇
一

四
〇
二

四
〇
三

四
〇
四

四
〇
六

四
〇
七

四
〇
八

四
一
六

四
一
九

四
二
一

四
二
二

四
二
三

四
二
四

四
二
六

四
二
八

四
二
九

四
三
〇

四
三
一

四
三
二

四
三
三

四
三
四

四
四
〇

四
四
一

四
四
五

四
四
六

四
四
八

四
四
九

四
五
四

四
五
五

四
五
七

四
五
八

四
五
九

四
六
一

四
六
五

四
六
六

四
六
七

四
六
八

四
六
九

四
七
二

四
七
七

四
七
九

四
八
八

四
九
三

四
九
七

四
九
八

五
〇
一

五
〇
二

五
〇
七

五
〇
八

五
〇
九

五
一
〇

五
一
一

五
一
五

五
一
六

五
一
八

四

警
察
官
Ａ

(

一
般
・
女
性)

六
〇
一

六
〇
二

六
〇
四

六
〇
五

六
〇
七

六
〇
八

六
〇
九

六
一
〇

六
一
一

六
一
五

五

警
察
官
Ｂ

(

一
般
・
女
性)

七
〇
二

七
〇
三

七
〇
五

七
〇
六

七
〇
七

七
一
一

六

警
察
少
年
育
成
官

八
〇
一

公公公
安安安
委委委
員員員
会会会
告告告
示示示

広
島
県
公
安
委
員
会
告
示
第

60号

次
の
遊
技
機
は�

遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
(昭
和

60年
国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
４
号

。以
下
｢規
則
｣
と
い
う

。)
第
６
条
に
定
め
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
の

で�
規
則
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る

。

平
成

18年
８
月
７
日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長

高
須

司
登
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長
野
集
会
所

天
神
集
会
所

市
民
活
動
セ
ン
タ
ー

施

設

の

名

称

廿
日
市
市
原
一
六
四
番
地
四

廿
日
市
市
天
神
一
四
番
六
号

廿
日
市
市
住
吉
二
丁
目
二
番
一
六
号

所

在

地

平
成
一
八
年
七
月
二
〇
日

平
成
一
八
年
七
月
二
〇
日

平
成
一
八
年
七
月
二
〇
日

指
定
年
月
日



収収収
用用用
委委委
員員員
会会会
公公公
告告告

土
地
収
用
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
四
十
二
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
公
示
送
達
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
七
日

広
島
県
収
用
委
員
会

一

送
達
を
受
け
る
べ
き
者

保
田
保
丘
衛

住
所
不
明

大
本
増
五
郎

住
所
不
明

波
田
理
右
エ
門

住
所
不
明

森
本
万
吉

住
所
不
明

大
浜
米
造

住
所
不
明

中
川
半
左
エ
門

住
所
不
明

奥
村
忠
次
郎

住
所
不
明

金
井
半
右
衛
門

住
所
不
明

二

送
達
す
べ
き
書
類
の
名
称

広
島
圏
都
市
計
画
道
路
事
業
一
・
四
・
〇
〇
三
号
府
中
仁
保
道
路
、
三
・
三
・
三
一
五
号
駅
前
大
州
線

及
び
三
・
三
・
〇
一
四
号
大
州
橋
青
崎
線
に
係
る
土
地
収
用
事
件
の
更
正
決
定
書
の
正
本

三

土
地
等
の
表
示

四

送
達
す
べ
き
書
類
を
保
管
し
て
い
る
部
局
の
名
称
及
び
そ
の
所
在
地

広
島
県
土
木
部
総
務
管
理
局
土
木
総
務
室

広
島
市
中
区
基
町
一
〇
番
五
二
号

(

注
意)

右
書
類
を
受
領
し
な
い
と
き
は
、
平
成
十
八
年
八
月
二
十
日
を
も
っ
て
、
そ
の
書
類
の
送
達
が

あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
。
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6P
0597

6S
0393

検
定

番
号

同
上

告
示
の
日

(平
成

18年
８
月
７
日
)

か
ら
３
年
間

検
定
の
有
効

期
間

ぱ
ち
ん
こ
遊

技
機

回
胴
式
遊
技

機 遊
技
機
の

種
類

Ｃ
Ｒ
か
ぐ

や
物
語
Ａ

Ｗ パ
チ
ス
ロ

ア
バ
レ
ン

ボ
ウ
シ
ョ

ウ
グ
ン

型
式
名

株
式
会
社
サ
ン
セ
イ
ア

ール
ア
ン
ド
デ
ィ

代
表
取
締
役
梅
村
義
孝

(名
古
屋
市
中
区
丸
の
内
二

丁
目

11番
13号

)

株
式
会
社
藤
商
事

代
表
取
締
役
松
元
邦
夫

(大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
内

本
町
一
丁
目
１
番
４
号
)

申
請

者
名
(住
所
)

左
同

左
同

製
造
業
者
名
(住
所
)

広
島
市
南

区
仁
保
四

丁
目

所

在

不
明

た
だ
し

九
四
〇
番

又
は

九
四
一
番
一

不
明

た
だ
し

九
六
二
番
一

又
は

九
六
三
番
一

地

番

宅

地

宅

地

宅

地

宅

地

公

簿

地

目

宅

地

宅

地

現

況

一
三
・
二
二

八
・
〇
五

一
二
二
・
三
四

〇
・
五
一

公

簿

(

㎡)

地

積

－ － 実

測

(

㎡)

二
二
・
〇
七

一
七
八
・
七
五

収
用
す
る
土
地
の
面
積

(

㎡)


